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（専門分科会の審議事項） 

第７条 専門分科会は、認定委員会の諮問を受け、次に掲げる事項を審議する。 

（１）専門看護分野別の専攻教育課程についての判定基準の作成に関すること。 

（２）申請があった高度実践看護師教育課程について、専門看護分野別の専攻教育課程の適切性を審

査し、その結果を認定委員会に報告する。 

（３）その他、認定委員会から委嘱された事項。 

 

（本規程の改正） 

第８条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 

 

附則 １．この規程は、２０１１年１月１０日から施行する。 

２．この規程の改正は、２０１５年２月１６日から施行する。 

３．この規程の改正は、２０１７年３月２０日から施行する。 

４．この規程の改正は、２０１８年１０月５日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 
高高度度実実践践看看護護師師教教育育課課程程認認定定規規程程 

 

制定 １９９８年６月２６日 

 

   第１章 総則 

 

第１条 この規程は、一般社団法人日本看護系大学協議会（以下「本会」という）が、高度な専門   

知識と技術を持った高度実践看護師教育の質の維持と向上をめざし、高度実践看護師育成に適切な

教育課程の基準を定めるとともに、その教育課程の認定に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

   第２章 高度実践看護師教育課程の定義 

 

第２条 高度実践看護師教育課程は、専門看護師教育課程およびナースプラクティショナー教育課程

により構成する。 

２ 専門看護師教育課程は、保健・医療・福祉現場において、複雑な健康問題を有する患者にケアと

キュアを統合し、卓越した直接ケアを提供するとともに、相談、調整、倫理調整、教育、研究を行

い、ケアシステム全体を改善することで、看護実践を向上させる高度実践看護師を養成する教育課

程とする。 

３ ナースプラクティショナー教育課程は、保健・医療・福祉現場において病院・診療所等と連携し

て、現にまたは潜在的に健康問題を有する患者にケアとキュアを統合し、一定の範囲で自律的に治

療的もしくは予防的介入を行い、卓越した直接ケアを提供する高度実践看護師を養成する教育課程

とする。 

 

   第３章 専門看護分野の教育課程の特定等 

 

第３条 専門看護分野注１）の教育課程の特定については、認定委員会で審議し、理事会の決議をもっ

て行うものとする。 

２ 高度実践看護師教育課程基準ならびに審査規準の見直しについては、定期的に実施する。 

注１）｢専門看護分野｣とは、高度実践看護師教育課程、すなわち専門看護師教育課程およびナー

スプラクティショナー教育課程の専門看護分野である。 

 

   第４章 高度実践看護師教育課程認定の申請資格 

 

第４条 高度実践看護師教育課程認定の申請をする機関は、次の各号の基準を全てみたしているもの

とする。 

（１）本会の会員校において高度実践看護師教育を行っている課程または行う予定の課程であること。 

（２）本会で別に定めた教育課程に関する次に掲げる条件をみたしていること。 

 Ａ．専門看護師３８単位申請の場合 

① 履修単位数は、３８単位以上とし、そのうち実習は１０単位以上であること。 

② 共通科目Ａのうち、８単位以上を必修とすること。 

③ 共通科目Ｂを、６単位必修とすること。 

④  専門看護分野別の専攻教育課程基準をみたしていること。 
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Ｂ．ナースプラクティショナー４６単位申請の場合 

① 履修単位数は、４６単位以上とし、そのうち実習は１０単位以上であること。 

② 共通科目Ａのうち、８単位以上を必修とすること。 

③ 共通科目Ｂを、６単位必修とすること。 

④  専門看護分野別の専攻教育課程基準をみたしていること。 

 

※38 単位の共通科目が認定されている場合は、46 単位の共通科目に関する新規申請は不要と

する。 

 

第５章 高度実践看護師教育課程認定の審査方法等 

 

第５条 前条に該当する機関の代表者が、認定を申請する場合は、申請書類に審査料を添え、本会に

提出するものとする。申請年度、申請書類および審査料については別に定める。 

２ 既に高度実践看護師教育課程の認定を受けている教育課程が、共通科目及び専攻教育課程の科目

の追加、及び科目内容の変更、科目単位の変更による認定を申請する場合は、申請書類に審査料を

添え、本会に提出するものとする。申請書類および審査料については別に定める。 

 

第６条 審査は毎年１回、書類審査を中心に行われるものとする。 

２ 認定委員会は、必要に応じてその都度、聞き取り等を行う。 

 

第７条 本会の代表理事は、認定委員会が高度実践看護師教育課程として認定した機関に対して高度

実践看護師教育課程認定証（以下「認定証」という）を交付する。 

２ 本会は、前項の認定を行った場合には、その教育機関名を公表するとともに高度実践看護師教育

課程認定名簿に登録する。 

３ 認定証の有効期間は、認定年度から１０年間とする。ただし、本規程第１２条及び第１３条の規

定により高度実践看護師教育課程認定の資格を喪失したときは、認定証の有効期間は資格を喪失し

た日までとする。 

 

   第６章 高度実践看護師教育課程認定の更新 

 

第８条 本会は、高度実践看護師教育課程の質の維持と向上を目的として、高度実践看護師教育課程

認定更新制度を実施するものとする。 

 

第９条 本会の認定を受けた高度実践看護師教育課程認定機関は、認定を受けた日から１０年毎にこ

れを更新しなければならない。 

２ 認定更新を申請する機関は、申請書類に審査料を添え、本会に提出するものとする。申請書類な

らびに審査料については別に定める。 

３ 審査は毎年１回、書類審査を中心に行われるものとする。 

 

第１０条 高度実践看護師教育課程の認定更新を申請する機関は、第４条、第５条の規定によるもの

とする。 

 

第７章 高度実践看護師教育課程等の名称の変更届 

 

第１１条 本会の認定を受けた高度実践看護師教育課程等の名称に変更があった場合、変更点を届け

出るものとする。 
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Ｂ．ナースプラクティショナー４６単位申請の場合 

① 履修単位数は、４６単位以上とし、そのうち実習は１０単位以上であること。 

② 共通科目Ａのうち、８単位以上を必修とすること。 

③ 共通科目Ｂを、６単位必修とすること。 

④  専門看護分野別の専攻教育課程基準をみたしていること。 

 

※38 単位の共通科目が認定されている場合は、46 単位の共通科目に関する新規申請は不要と

する。 

 

第５章 高度実践看護師教育課程認定の審査方法等 

 

第５条 前条に該当する機関の代表者が、認定を申請する場合は、申請書類に審査料を添え、本会に

提出するものとする。申請年度、申請書類および審査料については別に定める。 

２ 既に高度実践看護師教育課程の認定を受けている教育課程が、共通科目及び専攻教育課程の科目

の追加、及び科目内容の変更、科目単位の変更による認定を申請する場合は、申請書類に審査料を

添え、本会に提出するものとする。申請書類および審査料については別に定める。 

 

第６条 審査は毎年１回、書類審査を中心に行われるものとする。 

２ 認定委員会は、必要に応じてその都度、聞き取り等を行う。 

 

第７条 本会の代表理事は、認定委員会が高度実践看護師教育課程として認定した機関に対して高度

実践看護師教育課程認定証（以下「認定証」という）を交付する。 

２ 本会は、前項の認定を行った場合には、その教育機関名を公表するとともに高度実践看護師教育

課程認定名簿に登録する。 

３ 認定証の有効期間は、認定年度から１０年間とする。ただし、本規程第１２条及び第１３条の規

定により高度実践看護師教育課程認定の資格を喪失したときは、認定証の有効期間は資格を喪失し

た日までとする。 

 

   第６章 高度実践看護師教育課程認定の更新 

 

第８条 本会は、高度実践看護師教育課程の質の維持と向上を目的として、高度実践看護師教育課程

認定更新制度を実施するものとする。 

 

第９条 本会の認定を受けた高度実践看護師教育課程認定機関は、認定を受けた日から１０年毎にこ

れを更新しなければならない。 

２ 認定更新を申請する機関は、申請書類に審査料を添え、本会に提出するものとする。申請書類な

らびに審査料については別に定める。 

３ 審査は毎年１回、書類審査を中心に行われるものとする。 

 

第１０条 高度実践看護師教育課程の認定更新を申請する機関は、第４条、第５条の規定によるもの

とする。 

 

第７章 高度実践看護師教育課程等の名称の変更届 

 

第１１条 本会の認定を受けた高度実践看護師教育課程等の名称に変更があった場合、変更点を届け

出るものとする。 
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２ 大学、研究科、ないし教育課程、コースの名称に変更があった場合には、その変更点を届け出る

ものとする。 

３ 科目名に変更があった場合には、その変更点を届け出るものとする。 

 

   第８章 高度実践看護師教育課程認定の資格喪失等 

 

第１２条 高度実践看護師教育課程認定の資格は、次の各号に該当する事由が生じた場合は、認定委

員会の議を経て喪失するものとする。 

（１）高度実践看護師教育課程認定の資格を辞退したとき。 

（２）高度実践看護師教育課程認定の更新をしなかったとき。 

（３）本会の会員校ではなくなったとき。 

 

第１３条 高度実践看護師教育課程として相応しくない事由が生じた場合は、認定委員会並びに理事

会で審議し、高度実践看護師教育課程の認定を取り消すことができる。 

 

   第９章 他の組織との連携 

 

第１４条 本会は、高度実践看護師教育課程の認定等にあたり、必要に応じて他の組織と連携したり

協議することができる。 

 

   第１０章 規程の改定等 

 

第１５条 この規程の改定については、認定委員会の議決を経て、理事会の決議により行う。 

 

第１６条 この規程に定めるもののほか、高度実践看護師教育課程の認定に関して必要な事項は別に

定めるものとする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

 １．この規程は、１９９８年６月２６日から施行する。 

 ２．この規程は、１９９９年１０月２２日から施行する。 

 ３．この規程は、２００３年５月２３日から施行する。 

４．この規程は、２００７年５月１１日から施行する。 

５．この規程は、２０１１年１月１０日から施行する。 

６．この規程は、２０１２年６月１８日から施行する。 

７．この規程は、２０１５年２月１６日から施行する。 

８．この規程は、２０１７年６月１９日から施行する。 

９．この規程は、２０１９年６月１４日から施行する。ただし、改定後の第４条及び第７条の規定 

については、２０２０年４月１日から施行する。 

１０．この規程は、２０２３年１月２０日から施行する。 

１１．この規程は、２０２５年１月３１日から施行する。 

 

（経過措置） 

１．すでに専門看護師教育課程の認定を受けた教育課程は、第２条の高度実践看護師教育課程の認定

を受けたものとみなす。 




